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＜概要＞

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）の改正により、今後新興感

染症（※1）の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずること

ができるよう、知事は、県内の医療機関（※2）と新興感染症に係る医療を提供する体

制の確保に必要な措置等の協定（医療措置協定）を締結するものとされました。

また、県の策定する感染症に係る予防計画についても、記載事項を充実させるこ

ととされ、医療提供体制等に係る数値目標を設定することとされました。

※1 新興感染症：感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

※2 病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護事業所

県では、多くの医療機関の皆様と、協定を締結しておりますが、引き続き、協定

を締結することは可能ですので、まだ協定を締結していない医療機関におかれまし

ても、ご検討くださいますよう、お願いします。
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＜改正感染症法について＞

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抜粋）

（医療機関の協定の締結等）
第三十六条の三 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフ
ルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を
迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協
議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内
容に含む協定（以下「医療措置協定」という。）を締結するものとする。
一 前条第一項各号に掲げる措置のうち新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において当該医療機関が講ずべ
きもの

二 第五十三条の十六第一項に規定する個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容
三 前二号の措置に要する費用の負担の方法
四 医療措置協定の有効期間
五 医療措置協定に違反した場合の措置
六 その他医療措置協定の実施に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるもの

２ 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。
３ 都道府県知事は、医療機関の管理者と医療措置協定を締結することについて第一項の規定に
よる協議が調わないときは、医療法第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会の意見を
聴くことができる。

４ 都道府県知事及び医療機関の管理者は、前項の規定による都道府県医療審議会の意見を尊重
しなければならない。

５ 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
該医療措置協定の内容を公表するものとする。

６ 前各項に定めるもののほか、医療措置協定の締結に関し必要な事項は、厚生労働省令で定め
る。
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＜医療措置協定について①＞

・都道府県は、平時に新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定
（医療措置協定）（病床確保や発熱外来等の項目）を締結することとなっています。

・協定締結作業は、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末までに完了することとされ
ていますが、これ以降でも、随時、受付していますので、協定締結の意向がある医療機関に
おかれては、協議書の提出をお願いします。

➢医療措置 ①病床確保、②発熱外来、

の内容 ③自宅療養者等に対する医療の提供、

④後方支援、⑤人材派遣

のいずれか１種類以上を実施

⑥個人防護具を備蓄（任意事項）

・①病床確保、②発熱外来、③自宅療養者等への医療の提供の内容を含む協定を締結した医療
機関は、感染症法に基づき、以下のとおり指定されます。

第一種協定指定医療機関 ➢ 入院医療を担当（病床を確保）する医療機関
第二種協定指定医療機関 ➢ 発熱外来・自宅療養者等への医療提供を行う医療機関

・改正感染症法により、公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院については、感染
症発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務付けられました。

・協定を締結するに当たっては、医療機関の新型コロナ対応の実績も参考に、関係者の間で
協議を行い、各医療機関の機能や役割に応じた内容の協定を締結します。

①病床確保、②発熱外来では、感染症発生後

の初期段階（流行初期）から、医療を提供す

る医療機関を確保
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<医療措置協定について②>

医療措置の具体的な内容

：第一種協定指定医療機関

協定締結の協議対象者 病院 有床
診療所

無床
診療所

薬局 訪問看護
事業所

医
療
措
置
協
定

①病床確保 ○ ○ ／ ／ ／

②発熱外来 ○ ○ ○ ／ ／

③自宅療養者等への医療の提供 ○ ○ ○ ○ ○

④後方支援 ○ ○ ○ ／ ／

⑤人材派遣 ○ ○ ○ ／ ／

：第二種協定指定医療機関 ：その他

④後方支援： 回復患者の転院受入れ、病床の確保の協定を締結している医療機関に代わって
の一般患者を受入れること

⑤人材派遣： 感染症対応を行う医療機関等に医療人材を派遣すること
４

③自宅療養者へ
の医療の提供：

自宅療養者等（自宅療養者、宿泊療養者、高齢者施設・障害者施設で療養する
方）へ医療を提供（※）すること
（※）病院・診療所 ➢ 往診又は電話・オンライン診療

薬局 ➢ 訪問しての服薬指導及び薬剤等の配送、又は
電話・オンラインでの服薬指導及び薬剤等の配送

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ➢ 訪問看護



＜対応時期（流行初期と流行初期以降）について＞

○「流行初期」と「流行初期以降」の考え方
・医療措置協定においては、各医療機関の機能や役割に応じて、新興感染症への対応時期を、
「流行初期」と「流行初期以降」に、対応時期を分けて協定を締結します。

※１：第一種・第二種感染症指定医療機関を含む公的医療機関を念頭に、新型コロナ発生の約１年後（2020年12月頃）の患者数の

規模に対応できる体制の確保を目指します。

※２：流行初期より対応する医療機関に加え、対応可能な民間医療機関・公的医療機関も中心となりながら、順次、協定を締結し

たすべての医療機関で対応することとし、新型コロナ対応で確保した最大規模（2023年1月頃）の体制を目指します。

※３：「流行初期医療確保措置付きの協定を締結した医療機関」への財政的な支援：流行初期における感染症医療の提供を行った

月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合に、その差額を公費と保険者で負担

５

①病床確保 ②発熱外来
③自宅療養者への医療の提供

④後方支援
⑤人材派遣

感染症指定医療機関 感染症指定医療機関

協定締結医療機関
（流行初期医療確保措置）

※3

協定締結医療機関
（流行初期医療確保措置）

※3

協定締結医療機関
（すべての）

協定締結医療機関
（すべての）

協定締結医療機関
（すべての）

（発生公表から６か月以内にすべての協定締結医療機関が対応を始める）

<厚生労働大臣による新興感染症でなくなった旨の公表➢対応終了>

海外発生

流行初期※1
発生公表から
３か月程度

流行初期以降※2
発生公表から
３か月以降

【医療措置の要請の流れ】

<厚生労働大臣による新興感染症発生の公表>

国内発生早期
(発生公表前)



＜流行初期医療確保措置について①＞

○ 新興感染症の発生の公表後の流行初期の一定期間（3か月を基本）には、感染症指定医療機関及び流行初期医療確保措

置の対象となる協定を締結した医療機関が対応する。

○ 流行初期医療確保措置とは、「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、経営の自立性（一般医療

の提供）を制限して、大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療（感染患者への医療）の提供することに対し、

診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間に限り、財政的な支援（いわゆる減収補填）を行うこと。

○ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、そ

の差額を支払う。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額

になるように精算を実施する。

※病床確保を行う医療機関 ：外来も含めた診療報酬全体を勘案

発熱外来のみを行う医療機関：外来分の診療報酬のみ勘案

※自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。

※措置に関する費用は、公費と保険者で負担（負担割合は、1:1）する。
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<流行初期医療確保措置について②>

流行初期医療確保措置の対象となる協定を締結する医療機関の県基準

国の定める基準を参酌して、各都道府県で設定する

【入院医療（病床確保）にかかる県基準】

①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を8床以上（※1）確保し
継続して対応できること

②発生の公表後、知事の要請後、概ね１週間を目途に即応病床化できること
③病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支援
を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと

（※1）国の定める基準：病床を30床以上確保して継続して対応

【外来医療（発熱外来）にかかる県基準】

①流行初期から10人/日以上（※2）の発熱患者を診察できること
②発生の公表後、知事の要請後、概ね１週間を目途に発熱外来を開始できる
こと

（※2）国の定める基準：20人/日以上の発熱患者を診察

●流行初期医療確保措置の対象となる場合、全額公費で減収補填を行うという
性格上、自院患者・かかりつけ患者に限らず、広く患者を受け入れていただ
くことが前提となります。
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②協定書（案）を送付
※県は、医療機関から提出された協議書を基に、協定書（案）を作成

＜医療措置協定締結までの流れ＞

①協議書を県に提出

③協定書（案）の内容を確認し、確認した旨を県に連絡
※協定書（案）の内容に修正があれば、適宜、修正

④協定書を送付

㋐締結した協定の更新
※当初の協定の有効期限は、令和9年3月31日までとして、更新しない旨の申出がない
場合、同一条件で3年間更新、その後も同様

㋑必要に応じて、変更の申出、協定内容の変更

医
療
機
関

香
川
県

⑦締結した協定の公表
※県は、協定を締結した医療機関をホームページで公表

８

⑤協定書に、医療機関が押印し、県に返送
その際、協定指定医療機関の同意書兼指定要件確認書を県に提出

⑥協定書に、県が押印し、医療機関に送付（=これをもって協定締結）

その際、協定指定医療機関の指定書を送付（=これをもって指定完了）



＜医療措置協定‐本文（例）①＞

９



＜医療措置協定‐本文（例）②＞
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＜医療措置協定‐本文（例）③＞
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＜医療措置協定‐本文（例）④＞
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＜医療措置協定‐本文（例）⑤＞
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＜医療措置協定の内容について①＞

（１）新興感染症発生時に講じる医療措置の内容
次の①～⑤のいずれか１種類以上を実施
①病床確保
②発熱外来
③自宅療養者等への医療の提供
④後方支援
⑤人材派遣
⑥個人防護具の備蓄（任意事項）

（２）上記（１）の措置に要する費用負担の方法

（３）医療措置協定の有効期間

（４）医療措置協定に違反した場合の措置

（５）その他の協定締結項目
①協定の実施状況の報告
②平時における準備

（６）その他（協定内容の公表）
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＜医療措置協定の内容について②＞

（１）医療措置の内容 ①病床確保

【協定締結医療機関に求められる機能】

一 確保している病床で酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、県からの要請後
速やかに（流行初期：概ね１週間を目途に、流行初期以降：概ね２週間を目途
に）即応病床化すること。

※流行初期、流行初期以降の考え方は、資料５ページを参照のこと

➢ なお、知事の要請は、感染状況を考慮しながら順次対応を要請します。
（一度に、協定締結した病床すべての受入れを要請するわけではありません。）

二 関係学会のガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人
防護具の着脱を含む研修・訓練等）を適切に実施すること。

三 確保病床を稼働（即応化）させるためには、医療従事者の確保が必要であり、
協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修等を通じて、対応能力
を高めておくこと。

四 国が定める第一種協定指定医療機関（病床）の指定要件を満たすこと。

※上記の求められる機能は、新型コロナでの対応を基に設定しています。
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＜医療措置協定の内容について③＞

（１）医療措置の内容 ①病床確保

【第一種協定指定医療機関（病床）の指定要件】（令和5年5月26日厚生労働省告示第202号）

①最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
②受診する者が他の患者等と可能な限り接触することがなく、診察することがで
きることその他医療機関における院内感染対策（※1）を適切に実施しながら、
必要な医療（※2）を提供することが可能であること。

③新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、知事からの要請を受
け、感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する体制（※3）が整っている
と認められること。

※１ ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等
※２ 酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること
※３ 検査を行う体制や、医療従事者への訓練・研修等の感染症患者に対応する人材の確保を含む

【流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関の対象基準】

①感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を8床以上確保し継続して
対応できること

②発生の公表後、知事の要請後、概ね１週間を目途に即応病床化できること
③病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者への対応について、後方支援を行
行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと

●流行初期医療確保措置の対象となる場合、全額公費で減収補填を行うという性格上、自院患者に限ら

ず、広く患者を受け入れていただくことが前提となります。
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＜医療措置協定の内容について④＞

（１）医療措置の内容 ①病床確保

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応における実績を踏まえ、流行初期、流行初期以降で、それぞ
れ対応可能な最大数での協定締結をお願いします。

・重症患者、特に配慮が必要な患者（透析患者、精神疾患を有する患者、妊婦
等）に対応可能な病床についても、それぞれ対応可能な病床数での協定締結
をお願いします。
※特に配慮が必要な患者に対応可能な病床は、専用病床だけでなく、兼用病床も対象となります。

・第一種・第二種感染症指定医療機関の感染症病床は、新興感染症の発生・ま
ん延時に、当然、感染症患者を受け入れるものとされていることから、協定
の対象とならないため、含めないでください。

・結核病床のうち、新興感染症患者を受け入れる確保病床数は、協定の対象と
することができます。

・病院（眼科など一部の診療科を除く）においては、自院患者に感染者が発生
した際に対応できるよう、１床以上（自院患者用であっても差し支えありま
せん。）の病床確保をお願いします。
※有床診療所においても、上記の考え方を踏まえて、可能な範囲でご対応をお願いします。
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＜医療措置協定の内容について⑤＞

（１）医療措置の内容 ②発熱外来

【協定締結医療機関に求められる機能】

一 発熱患者専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・
駐車場等で診療する場合を含む。）を設けたうえで、あらかじめ発熱患者等の
対応時間帯を住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者
等を受け入れる体制を構築すること。

二 関係学会のガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人
防護具の着脱を含む研修・訓練等）を適切に実施すること。

三 国が定める第二種協定指定医療機関（発熱外来）の指定要件を満たすこと。

※上記の求められる機能は、新型コロナでの対応を基に設定しています。

【検査の実施能力について】

・検査は、新型コロナ対応における核酸検出検査（PCR検査等）と同様の検査方
法を想定しています（抗原検査を含みません。）。

・医療機関で検体の採取のみを行い、分析は外部に委託する場合は、検査の実施
能力には含みません。
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＜医療措置協定の内容について⑥＞

（１）医療措置の内容 ②発熱外来

【第二種協定指定医療機関（発熱外来）の指定要件】
（令和5年5月26日厚生労働省告示第202号）

①最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
②受診する者が他の患者等と可能な限り接触することがなく、診察することがで
きることその他医療機関における院内感染対策（※1）を適切に実施しながら、
外来医療を提供することが可能であること。

③新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、知事からの要請を受
け、発熱患者の診療・検査を行う体制（※2）が整っていると認められること。

※１ ゾーニング、換気、個人防護具の着脱等を含む研修・訓練等
※２ 検体に関する検査機器を備えることその他検査を適切に実施できる体制（自院で検体を採取し、

分析は外部に委託するなど）が整っていると認められること

【流行初期医療確保措置の対象となる協定締結医療機関の対象基準】

①流行初期から10人/日以上の発熱患者を診察できること
②発生の公表後、知事の要請後、概ね１週間を目途に発熱外来を開始できること

●流行初期医療確保措置の対象となる場合、全額公費で減収補填を行うという性格上、かかりつけ患者に

限らず、広く患者を受け入れていただくことが前提となります。
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＜医療措置協定の内容について⑦＞

（１）医療措置の内容 ②発熱外来

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応における実績を踏まえ、流行初期、流行初期以降で、それぞ
れ持続的に対応可能な最大の発熱外来受診者数での協定締結をお願いします。

・診療所では、具体的な人数の記載が難しい場合、協定に人数は記載せず、対
応できる旨のみ記載することも可能です。

・電話/オンライン診療を除く対面診療を前提としています。

・かかりつけ患者のみ対応できる場合、小児の患者対応ができる場合は、その
旨を協定に記載します。

※なお、流行初期医療確保措置の対象となる場合、全額公費で減収補填を行うという性格上、かか
りつけ患者に限らず、広く患者を受け入れていただくことが前提となります。

・核酸検出検査（PCR検査等）の設備整備に係る県からの助成を受けたなど、
自院で核酸検出検査（PCR検査等）の実施が可能な場合は、検査に係る協定
の締結にもご協力をお願いします（抗原検査を含みません。）。

・全国的に検査の実施環境が整備されていることが前提です（例えば、検査試
薬が流通していない等の理由で検査できない場合は想定していません）。

20



＜医療措置協定の内容について⑧＞

（１）医療措置の内容 ③自宅療養者等への医療の提供

【協定締結医療機関に求められる機能】

一 関係学会のガイドライン等を参考に、院内感染対策（ゾーニング、換気、個人
防護具の着脱を含む研修・訓練等）を適切に実施すること。

二 国が定める第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の指定要
件を満たすこと。

【第二種協定指定医療機関（自宅療養者等への医療の提供）の指定要件】
（令和5年5月26日厚生労働省告示第202号）

①最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。
②新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、知事からの要請を受
け、オンライン診療、電話診療、往診その他自宅・宿泊療養者・高齢者施設で
の療養者等に対して医療を提供する体制が整っていると認められること。

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応における実績を踏まえ、協定締結をお願いします。

・かかりつけ患者のみ対応できる場合や、施設の嘱託医・協力医療機関となっ
ている医療機関が、自施設の療養者のみに対して、電話/オンライン診療や往
診を実施する場合は、その旨を協定に記載します。
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＜医療措置協定の内容について⑨＞

（１）医療措置の内容 ④後方支援

【協定締結医療機関に求められる機能】

一 病床を確保している医療機関が円滑に業務を遂行できるよう、病床を確保し、
感染症患者を受け入れる医療機関に代わって感染症患者以外の患者を受け入れ
ること。

二 感染症から回復後に入院が必要な患者の転院を受け入れること。

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応における実績を踏まえ、協定締結をお願いします。

・できるだけ多くの医療機関に、新興感染症への対応に関わっていただきたい
と考えております。医療機関の実情に応じて、やむを得ず、新興感染症に対
応できない医療機関においても、病床を確保している医療機関が円滑に業務
を遂行できるように協力していただきたく、「感染症患者を受け入れる医療
機関に代わって感染症患者以外の患者を受け入れる」ことについて、協定締
結をお願いします。
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＜医療措置協定の内容について⑩＞

（１）医療措置の内容 ⑤人材派遣

【協定締結医療機関に求められる機能】

一 感染症患者に対応する医師、看護師、その他の医療従事者等を他の医療機関、
施設等へ派遣すること（※1）。

※１ 人数等の基準は設けないため、１人派遣する場合であっても協定締結することができます。

二 人材派遣の協定締結医療機関は、自院の医療従事者への訓練・研修を通じ、対
応能力を高めること。

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・新型コロナ対応においては、集団感染が発生した際に、感染症の専門医や感
染管理看護師（ICN等)などからなる対策チームを各施設に派遣したほか、宿
泊療養施設などにおいても、医療従事者の協力を得て、体制を整備したこと
から、こうした取組みへの協力をいただいた実績を踏まえ、協定締結をお願
いします。
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＜医療措置協定の内容について⑪＞

（１）医療措置の内容 ⑥個人防護具の備蓄（任意事項）

【対象物資の品目及び備蓄量、備蓄方法】

一 「サージカルマスク」、「Ｎ９５マスク」、「アイソレーションガウン」、
「フェイスシールド（又はゴーグル）」、「非滅菌手袋」の５品目を、感染症
発生・まん延時における医療機関全体の使用量（※1）の２か月分、備蓄すること
を推奨する。

※１ 使用量は、その医療機関のコロナ診療部門以外も含む。

二 ２か月分以外（例えば、３週間分、１か月分、３か月分等）でも、医療機関に
応じて協定を締結することができます。

三 ５物資全部について一括して、又は各物資ごとに、使用枚数及び使用期間を設
定することができます。

四 備蓄方法としては、①備蓄物資を順次取り崩して一般医療の現場で使用する回
転型、②物資の取引事業者との供給契約で、取引事業者の保管施設で備蓄を確
保する方法、③物資の取引事業者と連携し、有事に優先供給をしてもらう取り
決めをする、などが考えられます。
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＜医療措置協定の内容について⑫＞

（１）医療措置の内容 ⑥個人防護具の備蓄（任意事項）

【医療措置協定の締結に係る協議書作成に当たって】

・個人防護具の備蓄は、協定締結するうえで、任意事項ではありますが、新型
コロナウイルス感染症の発生初期段階で、医療用マスク等の個人防護具は、
世界的需要が高まる中で輸入が停滞する等により、不足が顕在化しましたの
で、できるだけ、備蓄に努めていただき、協定締結をお願いします。

（２）措置に要する費用負担の方法

一 感染症医療措置（①病床～⑤人材派遣）に要する費用については、県の予算の
範囲内で補助を行う。
詳細については、新興感染症発生時に、その感染症の性状に合わせて定める。

二 病床・発熱外来について、流行初期から一定の規模以上の患者に対応する特別
な協定を締結した医療機関を対象に、新興感染症発生・まん延前の収入額を下
回った場合に、減収補填を行う。（流行初期医療確保措置）

三 個人防護具の備蓄（任意）に要する費用については、医療機関において負担す
る。
新興感染症発生・まん延時には、その感染症の性状等を踏まえて、国において
必要な支援を検討する。
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＜医療措置協定の内容について⑬＞

（３）医療措置協定の有効期間

一 協定の有効期間は、締結日から、令和9年3月31日までとする。

二 有効期間満了の30日前までに、更新しない旨の申出がない場合は、同一条件に
より3年間更新することとし、その後も同様とする。

（４）医療措置協定に違反した場合の措置

一 正当な理由がなく、協定に定めた措置を講じていないと認めるときは、県は、
感染症法に基づく措置（勧告・指示・公表）を行うことができる。

（正当な理由の例）
・医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
・ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに
必要となる人員が異なる場合

・感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合
・この他にも、情報が蓄積され次第、正当な理由の範囲について、不公平とならないよう
できる限り具体的に示していく。
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＜医療措置協定の内容について⑭＞

（５）その他の協定締結項目（①協定の実施状況の報告、②平時における準備）

一 県から協定に関する報告の依頼があったときは、速やかに電磁的方法（G-MIS
等）で報告する/報告するよう努める（※1）。

・平時においては、年１回、協定の運用状況等。
・感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、措置の実施状況等。
※１ 第一種協定指定医療機関（入院医療を担当する医療機関）は、電磁的方法（G-MIS）

により報告いただくこととされています。

二 平時において、年１回以上、次に掲げる準備を行うよう努める。

・最新の科学的根拠に基づいた適切な知識を習得するための研修を実施する、又は外部の
機関が実施する医療機関向け研修に医療従事者等を参加させる。

・措置を講ずるに当たっての訓練を実施する、又は外部の機関が実施する訓練に医療従事
者等を参加させる。

・措置を講ずるに当たっての医療機関における対応の流れを点検する。

（６）その他（協定内容の公表）

一 協定を締結したときは、患者の選択に資するよう、県ホームページで協定の内
容（医療機関名、締結した協定の内容）を公表する。

二 感染症発生・まん延時には、新型コロナでの対応と同様に、例えば発熱外来に
ついて、診療時間や対応可能な患者（かかりつけ患者のみ・小児の受入可能）
など、患者の選択に資するような情報の公表を行う。
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＜おわりに＞

協定締結に係る協議の説明は、以上となります。

協定締結については、随時、受付しておりますので、まだ協定を締結していない
医療機関におかれましても、ご検討くださるようお願いいたします。

回答送付の際には、回答内容に漏れがないか、ご確認いただきますようお願いい
たします。

協議書及び別紙協定締結項目（詳細）に記載いただき、電子メール又はＦＡＸに
より、御回答ください（電子メールでの提出に御協力ください。）。

提出先
電子メール： kansensyo@pref.kagawa.lg.jp
ＦＡＸ ：０８７－８６１－１４２１
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